
２０２６（令和８）年度 会長選挙実施要項 

 

 

１．会長候補者は、ホームページ等を利用して募集することとする。 

２．会長候補になろうとする者は、所信表明文（８００字以内）を添付のうえ、２０２５年１１月２

８日（金）までに、選挙管理人へ届け出なければならない。 

３．選挙管理人は、投票用紙と返信用封筒に立候補者の所信表明文、代議員名簿を添えて、選挙人宛

に送付する。なお、投票用紙にはナンバリングをいれておくこととする。 

４．選挙人は、２０２５年１１月３０日現在の代議員会構成員とする。（代議員会運用内規により監事

を除く） 

５．投票は無記名投票とし、投票用紙を返信用封筒に封緘し郵便により校友会事務局宛に送付するも

のとする。開票前に到着した投票用紙は、校友会事務局内で選挙管理人が保管する。 

６．開票は、選挙管理人において実施する。 

７．立候補者が１名の場合は、投票を行わず、その者を当選者とする。 

８．立候補者が２名以上の場合は、有効投票数の最多数を得た者１名を当選者とする。 

なお、白票は無効投票とする。なお、同数の場合は再投票を行うこととする。 

９．開票結果（得票数も公表する）は、立候補者及び選挙人へ郵送で通知する。 

なお、この開票結果をもって代議員会の決定とする。 

１０．選挙管理人は、監事２名、校友会事務局２名の計４名とする。 

選挙管理人は、投票に関する秘密を厳守しなければならない。 

１１．日程は、選挙管理人が定める。 

                                                                   以上 


